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障害者基本法では、毎年１２月３日から９日までの

期間を「障害者週間」と定めています。 

「障害者週間」の期間中には、障がいのある人が社会、

経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加

することを促進するため、国や地方公共団体は民間団

体等と連携して障がい者の自立及び社会参加の支援

のための様々な取り組みを実施することとされてい

ます。 

大阪市では１２月３日（火）に市役所玄関ロビーで、

街頭キャラバン隊の出発式が行われました。大阪市身

体障害者団体協議会の構成団体、障がい者福祉に関係

する団体をはじめ多数の方が参加されました。当会か

らは小泉理事長が代表でキャラバン隊に参加するこ

ともあり、役員や多くの会員が会場に詰めかけました。 

出発式では障がい者団体を代表して大阪市身体障

害者団体協議会の手嶋会長が挨拶をされ、大阪市の鍵

田副市長からは激励の挨拶がありました。 

【街頭キャラバン隊出発式／大阪市役所にて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１２月５日（木）には街頭広報宣伝活動があり、小

泉理事長がキャラバン隊に帯同しました。今回は市内

２４区のうち、城東区・東淀川区・港区・西成区・ 

 

 

 

 浪速区の５区を廻り、市民に向けて“こころのバリア

 フリー”の啓発を行いました。 

【街頭広報宣伝活動に出発するキャラバン隊】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月６日（金）には、大阪市への要望書を提出し

ました。大阪市身体障害者団体協議会の手嶋会長、大

阪市視覚障害者福祉協会の野村会長、大阪市聴言障害

者協会の小川監事、当会からは小泉理事長が出席し、

大阪市役所 福祉局 障がい者施策部 中島部長に要望

書を手渡しました。 

なお、提出した要望書の各事項については次のとお

りになります。 

要望書 

１．橋下元市長が明言された、大阪市所有施設の空き

スペースを活用した障がい者の総合福祉センター

の設置については、表明以降５年が経過するも未だ

にその計画年次などが明らかでありません。早急に

提示されたい。また、それが設置に当たっては広く

市内の障がい者団体の意見を聴取するよう要望す

る。 

２．昨年３月に策定された大阪市障がい者支援計画・

第５期大阪市障がい福祉計画・第１期障がい児福祉

計画についての着実な実行を要望する。 

大阪市手をつなぐ育成会 法人理念 

障がいのある人が 安心して 心豊かに すごせるように 

「障害者週間」（１２月３日から９日まで）に 

あたって 


